
2021年4月1日

令和6年11月19日（火）
和気労働基準監督署

製造業向け説明会
防ごう︕ はさまれ・巻き込まれ災害 行動災害
進めよう︕ 現場のキーマン 現場管理者の育成

～和気署管内の製造業の災害発生状況と取組事項について～



３ 計画的・継続的な安全教育の実施
現場管理者を中心とした安全衛生水準の向上

説明会のテーマ
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⇒ リスクアセスメントの実施
人に依らない、本質的な安全対策、工学的な安全対策

１ 機械へのはさまれ・巻き込まれ災害への対策

⇒ 注意喚起に留まらず、身体的負荷、精神的負荷を考慮した
作業方法・作業環境の改善

２ 作業の反復・繰り返し、無理な作業方法・作業姿勢
による災害（行動災害）への対策

⇒ 未熟練者、高齢者など特性に応じた安全教育を実施
現場管理者の育成・能力向上



平成30年度～令和５年度の和気署管内の死傷災害の件数の推移
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第13次労働災害防止推進計画期間中（平成30年度～令和4年度）
和気署管内の事故の型別の死傷災害の割合
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全 業 種

転倒 動作の反動、無理な動作 墜落・転落
はさまれ、巻き込まれ その他

行動災害
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製 造 業

はさまれ
巻き込まれ災害



労働災害事例 事例１
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製造ラインのコンベヤ内にあった破片を取り
除く作業中、産業用ロボットのマニプレータに
作業者が挟まれたもの。
被災者は、コンベア内に破片があることを

発見したので、コンベアに接近し、破片を取り
除いていたところ、稼動中の産業用ロボットの
マニプレータと減速機の間に頭部をはさまれた
もの。

発生状況

産業用ロボットの可動範囲内に立ち入り、マニプレータに挟まれる



労働災害事例 事例１
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1 産業用ロボットの運転を停止しないで、産業用ロボットの可動範囲内に入って破片を手で取り
除いたこと

2 稼動中の産業用ロボットとの接触を防止するための安全柵、囲い等が設けられておらず、可動
範囲内に入った場合に、駆動源が遮断される安全マット等もなかったこと

３ 運転中の産業用ロボットの可動範囲内に立ち入る場合の作業手順の作成、安全教育の実施が
なされていなかったこと

原因

対策
1 運転中の産業用ロボットの可動範囲内に立ち入る場合には、運転を停止するとともに、
駆動スイッチが他の者によって操作されないようにすること

2 産業用ロボットの可動範囲の外に、産業用ロボットのマニプレータ等との接触を防止するための
安全囲い等を設置すること

3 運転中の産業用ロボットの可動範囲内に立ち入る場合には、入口に駆動源を遮断できる安全マット
の敷設等を行うこと

４ 運転中の産業用ロボットの可動範囲内に立ち入って作業を行う場合の作業規程の作成などを行い
産業用ロボットの不意の作動による危険を防止するための教育を行うこと

産業用ロボットの可動範囲内に立ち入り、マニプレータに挟まれる



労働災害事例 事例２
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発生状況
原料をベルトコンベアーでチョッ

パー(原料をすり潰す機械)に自動投入
していた際、機械に原料が詰まり、
これを解消しようとした被災者は、
チョッパーの運転を停止しないまま
機械に手を差し入れたところ、思い
の外深く手が入り、スクリュー
フィーダーに巻き込まれ、手首を切
断した。

チョッパーの稼働中に手を入れ、スクリューフィーダーに巻き込まれた



労働災害事例 事例２
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1 チョッパーのホッパー内部に、手がスクリューフィーダーに届かないようにする格子等のガード
が取り付けられていなかったこと

2 チョッパーの動力を停止しないまま、詰まりを解消する調整作業を行ったこと
3 被災者は未熟練作業者であったにもかかわらず、管理者不在の時間が多く、現場の作業状況を
十分に把握した安全管理が行われていなかったこと

4 詰まりを解消する等、不具合時の調整作業の作業標準が定められていなかったこと

原因

対策
1 ホッパー内部に、手がスクリューフィーダーに届かないようにする格子等のガードを設置すること
2 チョッパーの調整作業を行う際は、機械の運転を完全に停止させること。
3 管理者は現場の作業状況を十分に把握し、これに基づいた安全管理を行うこと。
4 取り扱う食品機械の危険性について教育を実施すること。
5 調整作業等非定常作業にかかる作業標準を定めること。

チョッパーの稼働中に手を入れ、スクリューフィーダーに巻き込まれた



労働災害事例 事例３
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発生状況
被災者は、原材料（約10kg）を毎日十数回程度、床から腰の高さまで持ち上げ

る作業を行っていたところ、急激な腰部の痛みが生じた
腰部に負担がかかり続けたことによる「疲労骨折（腰椎骨折）」と診断された

原材料を持ち上げる作業を繰り返していたところ、腰椎骨折を引き起こした

1 原材料が床に置かれていたため、腰部に過度の負担がかかる動作を、日常から行っていたこと
2 作業にあたり、適切な動力装置等により自動化するなど、人力の負担を軽減していなかったこと

原因

対策

1 原材料置き場の高さを腰の高さにすること
2 重料物を移動させるときは、ローラーコンベアやリフト付きの台車等を活用した自動化を図ること
3 自動化がなされないうちは、「複数人で持ち上げる」といった対策を行うこと
4 作業者に対人関係や時間的切迫等によるストレスがないか、適宜チェックすること
5 労働衛生教育、腰痛予防体操、腰痛健康診断等を実施すること



第14次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）
和気労働基準監督署版での製造業の労働災害防止について

機械へのはさまれ、巻き込まれ災害を中心に対策を︕
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□「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく
リスクアセスメントの適切な実施

□ 非定常作業における安全衛生対策の徹底

□ 機能安全の推進による機械等の安全水準の向上

□ 安全な作業手順の見える化と作業手順の遵守に
向けた定期的な安全衛生教育の実施



機能安全の推進による機械等の安全水準の向上
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従来の機械式の安全装置に加え、新たに機械等に電気・電子・プログラマブル電子制御の機能を付加することにより、
当該機械等による労働災害のリスクを低減するための措置（機能安全）を活用した機械等の安全確保

電子等
制御装置

停止信号

産業用ロボットの周囲の柵等の
設置
（人とロボットは協働不可）

導入後
位置

センサー

検出信号
位置検出

従来の規制
（物理的防護・資格者による点検等）

機能安全導入後の規制
（新たに制御の機能を付加することによる安全確保）
安全性を損なうことなく生産性の向上を実現

電子等制御の信頼性の水準
（安全度水準）の認証が前提

電子等制御による
ロボットの自動停止機能
（人とロボットの協働可）

導入後

柵

機能安全による機械等
の安全確保について



安全な作業手順の見える化と作業手順の遵守に向けた
定期的な安全衛生教育の実施
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第14次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）
和気労働基準監督署版における行動災害防止について

・段差や凹凸の解消
４Sの徹底

・転倒リスク箇所の
「洗い出し」「見える化」
・負担軽減の為の省力化設備
の導入など

→災害を発生させる環境要因
の解消

【ハード（物的）対策】

・転倒・腰痛予防教育
・労働者毎の転倒・腰痛等
のリスクチェックの実施

・職場エクササイズや
ストレッチの実施 など

→個人的要因にも配慮した
対応の促進、
事業者・労働者の意識改革

【ソフト（人的）対策】

従来の４Sなどの一般的な対策に加えてさらに踏み込んだ対策を︕
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【ハード（物的）対策】
１．段差や凹凸の解消、４Sの徹底

床面の穴や凹凸、危険な傾斜、滑りやすい床材は補修・改修を
検討しましょう。

段差や凹凸の解消

４Sの徹底
□ 整理
必要なものと不要なものを区分し、不要なものを処分する。

□ 整頓
必要なものを、決められた場所に片付ける。

□ 清掃
汚れや水濡れなどが無い状態にする。

□ 清潔
職場をきれいにした状態を維持する。作業者自身も身体、
服装、身の回りをきれいな状態にしておく。
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【ハード（物的）対策】
２．転倒危険箇所の「洗い出し」「見える化」

□ 職場の危険マップを作成し、危険情報を共有する

□ 転倒の危険性がある場所にステッカーを掲示し、
注意喚起する。

職場の安全サイト
転倒災害防止対策の推進について

15



【ハード（物的）対策】
３．作業に適した靴の導入
靴底の耐滑性を上げることで「滑り」と「踏み外し」のリスクを下げることができます。

「つまずき」も、靴底の構造によって、ある程度の効果を出すことができます。
ただし、滑りにくいことが、かえってつまずきの原因になる場合があるなど、作業現場に

よって有効な安全靴・作業靴は異なりますので、メーカーや販売店とよく相談しましょう。

ポイント

①靴の屈曲性

②靴の重量

屈曲性が悪いと、足に負担がか
かる上に、擦り足になり易く、
つまずく原因となります。

③靴の重量バランス

④つま先部の高さ

⑤靴底と床の耐滑性のバランス

靴が重くなると、足が上がりにく
く、擦り足になり易く、つまずく
原因となります。

重量がつま先部に偏っていると、歩
行時につま先部が上がりにくくな
り、擦り足になり易く、つまずく原
因となります。

つま先部の高さが低いと、ちょっとし
た段差にもつまずき易くなります。

靴底の耐滑性は、職場の床の滑り易
さの程度に応じたものとする必要が
あります。滑りにくい床に滑りにく
い靴底では、摩擦が強くなりすぎて
歩行時につまずく場合があります。 16



【ソフト（人的）対策】
１．転倒・腰痛予防教育

行動災害の発生原因の一因として、管理者や労働者が転倒や腰痛
に関する知識・意識が薄いことがあげられます。
管理者、労働者一人ひとりが、転倒や腰痛について理解し、対策

の重要性を理解した上で取り組むことが大切です。
厚生労働省のHPなどで公開されている啓発資料、リーフレッ

ト、動画などをご紹介しますので、社内教育にご活用ください。
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転倒予防・腰痛予防の取組



【ソフト（人的）対策】
２．労働者の高齢化に伴う身体機能の低下への対策
高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求めら

れています。高年齢労働者の安全と健康確保のため、厚生労働省は高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン、通称「エイジフレンドリーガイドライン」を策定、事業者と労働者に求められ
る取組を具体的に示しています。
働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。
エイジフレンドリー職場を目指すということは、全ての労働者が安全で健康に働ける快適な環境を

整えることにもなります。

エイジフレンドリーガイドラインのポイント（抜粋）

厚生労働省HP「高年齢労働者の安全衛生対策について」
エイジフレンドリーガイドライン、エイジフレンドリー
補助金、高年齢労働者の安全衛生に関する資料やリーフ
レット等の情報を提供しています。

■事業者に求められる取組
高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ
て、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務
付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施
可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう
努める。
【具体的な取組】
（１）安全衛生管理体制の確立等
（２）職場環境の改善
（３）高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
（４）高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
（５）安全衛生教育

■労働者に求められる取組
事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力
するとともに、自己の健康を守るための努力の重要
性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む
よう努める。
【具体的な取組】
・健康診断等による健康や体力の状況の客観的な把
握と維持管理
・日常的な運動、食習慣の改善等による体力の維持
と生活習慣の改善
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【ソフト（人的）対策】
３．労働者毎の転倒・腰痛等のリスクチェックの実施
身体機能が低下すると、自分では大丈夫と思っていても気がつかないうちに転倒しやすい

状態になっている場合があります。
筋力、敏捷性、静的バランスなど、現在の身体の状態を確認してみましょう。

身体的能力のセルフチェック

厚生労働省では「職場のあんぜんサイト」を開設し、労働安全衛生の有効な情報等を発信
しています。その中の「ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト」において、筋力、敏捷性、静的
バランスなど、現在の身体の状態を簡単なチェックで確認できる方法が掲載されています。

●２ステップテスト［歩行能力・下肢筋力］
●座位ステッピングテスト［下肢の敏捷性］
●ファンクショナルリーチ［動的バランス能力］
●閉眼片足立ち［静的バランス能力］
●開眼片足立ち［静的バランス能力］

19



【ソフト（人的）対策】
４．職場エクササイズやストレッチ等の実施

□「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進加齢により筋肉の低下はもとより反射神経の衰えや骨強度の低下も伴って、転倒
するリスクや骨折して事故が重篤化するリスクが増大します。
転びにくい、転んでも骨折しにくい身体作りのために「転倒予防体操」やラジオ

体操を積極的に行うことなどによって、健康的な身体作りを心がけましょう。

毎日3分でできる
「転びにくい体をつくる職場エクササイズ」
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/movie/ 

SAFEコンソーシアムポータルサイト
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https://safeconsortium.mhlw.go.jp/movie/


【ソフト（人的）対策】
５．「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進

21



高年齢労働者の労働災害防止対策について
（第170回労働政策審議会安全衛生分科会資料）
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高年齢労働者の労働災害防止対策について
（第170回労働政策審議会安全衛生分科会資料）
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労働安全衛生関係の一部手続きの電子申請義務化
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令和７年（2025年）１月１日以降に報告受付となる労働者死傷病報告や各種健康診断結果報告等について、電子申請
による報告が義務付けられます。ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められます。

電子申請での報告のメリット
・パソコン、スマホから記入して電子申請

・窓口や郵送で様式に記入して報告

これまで…

令和７年１月１日以降報告受付分から…
・原則、パソコン、スマホから記入して電子申請

・窓口や郵送で様式に記入して報告

☑ その１ 「帳票入力支援サービス」の活用で作成が簡単︕
 厚生労働省では、労働者死傷病報告等の作成をサポート
する「帳票入力支援サービス」をご用意しております。
① 必須項目や入力内容を案内する入力ガイド
② プルダウン選択によりコード入力が可能
③ 保存した情報を活用し、事業場情報の再入力不要

☑ その２ スマートフォン、パソコンから報告可能︕
 テレワーク中でも、スマートフォンやパソコンから報告
できます。

☑ その３ 時間短縮︕
 労働基準監督署に行く手間・時間を短縮できます。

☑ その４ 郵送費がかからない︕
 電子申請ですので、郵送費はかかりません。

労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」


